
コーポレートガバナンス基本方針 別紙

＜社外役員の独立性要件＞

社外役員候補者本人及び本人が帰属する企業・団体と長谷工グループ（注）との間に、下記の独立性要件を設ける。

なお、社外役員は、下記に定める独立性要件を就任後も維持し、新たに主要な役職に就任した場合は、本独立性要件

に基づき、独立性について再度検証する。

１．現在長谷工グループの取締役（社外取締役を除く）・監査役（社外監査役を除く）・執行役員または使用人でな

く、過去１０年間においても長谷工グループの取締役（社外取締役を除く）・監査役（社外監査役を除く）・執

行役員または使用人であったことがないこと

２．過去５年間のいずれかの事業年度において、長谷工グループの大株主（＊）もしくは長谷工グループが大株主で

ある株式会社の取締役・監査役・執行役員または使用人であったことがないこと

（＊）大株主とは、総議決権の１０％以上の株式を保有する企業等をいう。

３．長谷工グループの主要な取引先企業（＊）の取締役・監査役・執行役員または使用人でないこと

（＊）主要な取引先企業とは、直前事業年度および過去３事業年度における長谷工グループとの経常取引の支払

額または受取額が、長谷工グループまたは取引先（その親会社および重要な子会社を含む）の連結売上高

の２％以上を占めている企業をいう。

なお、競争入札による不動産の取得は、経常取引には該当しないものとするが、当該取引があった場合

は、当該取引があったことを有価証券報告書にて開示する。

４．長谷工グループの主要な借入先企業（＊）の取締役・監査役・執行役員または使用人でないこと

（＊）主要な借入先企業とは、長谷工グループが借入を行っている金融機関であって、その借入金残高が直前事

業年度末において、長谷工グループまたは当該金融機関の連結総資産の２％以上を占めている金融機関を

いう。

５．長谷工グループから多額の寄付（＊）を受けている法人・団体等の理事その他の取締役・監査役・執行役員また

は使用人でないこと

（＊）多額の寄付とは、過去３事業年度の平均で年間１，０００万円を超えることをいう。

６．長谷工グループとの間で、取締役・監査役または執行役員を相互に派遣していないこと

７．過去５年間のいずれかの事業年度において、長谷工グループの会計監査人である監査法人に所属する公認会計士

または長谷工グループと顧問契約のある弁護士ならびに長谷工グループと顧問契約のある法律事務所に所属す

る弁護士であったことがないこと

８．長谷工グループから役員報酬以外に、多額の金銭（＊）その他財産を得ている弁護士、公認会計士、コンサルタ

ント等でないこと（財産を得ている者が、法人、組合等の団体である場合には、団体に所属する者でないこと）

（＊）多額の金銭とは、過去３事業年度の平均で年間１，０００万円を超えることをいう。

９．以下に該当する者の配偶者、２親等内の親族、同居の親族または生計を一にする者でないこと

（１）長谷工グループの取締役・監査役・執行役員または重要な使用人（＊）

（２）過去５年間のいずれかの事業年度において、長谷工グループの取締役・監査役・執行役員または重要な

使用人あった者

（３）上記２．から７．で就任を制限している対象者

（＊）重要な使用人とは、執行役員職以上の使用人をいう。但し、株式会社長谷工コーポレーションにおいては、

部長職以上の使用人をいう。

１０．その他、社外役員としての職務を遂行する上で独立性に疑いがないこと

注：長谷工グループとは、株式会社長谷工コーポレーションおよび株式会社長谷工コーポレーションの子会社

とする。

以上
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